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第１２９回大阪府原子炉問題審議会の概要について 

 

日  時  令和５年８月９日（水）１５時１５分～１６時０５分 

 

場  所  大阪府庁 新別館南館８階 大研修室 

 

議  題  （１）役員の選任について 

      （２）京都大学複合原子力科学研究所の安全性等について 

（３）京都大学複合原子力科学研究所定例報告について 

     （４）その他 

 

出 席 者  審議会委員２７名中２５名が出席 

（欠席委員：加納康至委員、新田輝彦委員） 

 

事務局等  大阪府、京都大学複合原子力科学研究所、地元市町 

 

議事に先立ち、審議会事務局担当の大阪府政策企画部企画室 川本連携課長から、議事

進行と本審議会の役割について説明の後、委員の紹介が行われた。 

 

議題１．役員の選任について 

審議会規則では、副会長２名を委員が選任することとなっているが、現在の副会長は

鶴岡委員（関西研究用原子炉対策民主団体協議会代表）１名のみのため、もう１名の副

会長として紀田委員（大阪府議会議員）が選任された。 

 

議題２．京都大学複合原子力科学研究所の安全性等について 

【配付資料】 

・資料１ 京都大学複合原子力科学研究所の安全性等について 

堀研究炉部長から「１．原子炉施設の状況等について」の「（１）京都大学研究用原

子炉（ＫＵＲ）及び京都大学臨界集合体実験装置（ＫＵＣＡ）の利用等について」、釜

江安全管理本部副本部長から「（２）原子炉設置変更承認申請（ＫＵＲの変更）につい

て」、三澤副所長から「（３）ＫＵＣＡ燃料の低濃縮化の状況等について」、黒﨑所長

から「２．第二研究等の竣工について」、配布資料をもとに説明があった。 

 

１．原子炉施設の状況等について 

 (１) 京都大学研究用原子炉（ＫＵＲ）及び京都大学臨界集合体実験装置（ＫＵＣＡ）

の状況等について 

   令和４年度はＫＵＲ、ＫＵＣＡ及び他の放射線施設等の利用については、全国

105 の大学、研究機関等から延べ 2,640 人・日の研究者・学生が共同利用等に

係る実験・研究を行った。 
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  令和５年度のＫＵＲについては、令和５年７月 25日から令和６年２月 15日までの

間、利用運転を行う予定。ＫＵＣＡについては、低濃縮燃料での運転切り替えのた

め、令和３年から７月末まで運転休止中。 

(２) 原子炉設置変更承認申請（ＫＵＲの変更）について 

令和３年度の本審議会で報告した関係規則の解釈の一部改正に伴う原子力規制

委員会からの指示に基づく基準地震動 Ss の追加及び関連する評価を追加するため

の原子炉設置変更承認申請について、安全協定に従って熊取町長に通知の上、令和

３年１２月１４日付けで原子力規制委員会へ申請した。その後、原子力規制庁によ

るヒアリング、審査会合の後、３回の補正申請を経て、令和５年６月 22日付けで、

原子力規制委員会に承認された。 

（３）ＫＵＣＡ燃料の低濃縮化の状況等について 

平成２８年の核セキュリティ・サミットにて日米合意されたＫＵＣＡで使われている

高濃縮ウラン燃料の米国への撤去及びＫＵＣＡの低濃縮化については、令和元年５月31

日付けで申請した原子炉設置変更承認申請が令和４年４月 28 日付けで原子力規制委員

会に承認された。現在は、燃料の製造に係る許認可手続きを行っているところ。許認可

手続きの終了後、燃料の製造・搬入・使用前事業者検査等を経て、令和６年度中には低

濃縮燃料により運転を開始させ、引き続き、原子炉物理等の基礎研究や国内外の学生を

対象とした実験教育・人材育成を行っていく。 

 

２．第二研究棟の竣工について 

  令和３年８月の本審議会で報告した、総合研究等の改修・増築について、令和５

年４月末に第二研究棟が竣工した。本研究棟については、研究教育の充実を目標と

した研究・実験スペースの他に、原子炉施設等安全管理部・室を集約することで、

日々の安全管理体制や原子力災害対策一層の強化・向上や技術者の人材育成等を図

っていく。既存の研究棟（第一研究棟）については、令和５年度中に全面改修を行

う。今後、ＫＵＲの停止後も見据え、本研究所の他の実験施設とともに本総合研究

棟（第一・第二研究棟）を活用し、原子力・放射線を利用した独創的・先端的な複

合原子力科学を一層推進していく。 

 

【配布資料】 

 ・資料１ 京都大学複合原子力科学研究所の安全性等について 

 

 

議題３．京都大学複合原子力科学研究所定例報告について 

（報告内容） 

（イ）堀研究炉部長から、配布資料の「京都大学複合科学原子力科学研究所の現状報告

書（定例報告）」をもとに、次のことについて説明が行われた。 

（ⅰ）報告対象期間（令和４年６月～令和５年５月）におけるＫＵＲ及びＫＵＣＡの

運転状況、役割等 
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（ⅱ）令和５年度の共同利用研究・専門研究会の採択状況 

（ロ）八島放射線管理部長から、配布資料の「京都大学複合科学原子力科学研究所の現

状報告書（定例報告）」をもとに、京都大学複合原子力科学研究所における環境

放射能測定報告（令和４年４月～令和５年３月）に関し、次のとおり説明が行わ

れた。 

（ⅰ）研究所では、原子炉施設の排水口及び排気口から排出される放射能の量や濃度

及び敷地境界での線量評価の結果について、６か月に１回、原子力規制委員会

へ報告している。 

（ⅱ）これらに加えて、研究所と熊取町、泉佐野市及び貝塚市との間で締結している

安全協定に基づき、実験所の周辺地域での放射線の積算線量を測定しているこ

と及び研究所周辺の環境試料に含まれる放射能の濃度を年２回測定している。 

（ⅲ）研究所では、自然に存在する放射性物質だけでなく、それよりもはるかに低い

濃度の人工の放射性物質もその核種毎に分けて測定している。このような核種

別測定の結果を一覧表にしており、原子炉施設からの新たな放出と思われる核

種が検出されたり、放射能の量や濃度が増加しているようなことはない。また、

実験所外の周辺９か所における放射線の積算線量についても、自然放射線によ

るバックグラウンドレベルを示している。 

（ⅳ）環境試料のうち、土壌や底質については、全国的にも検出されている核実験に

よる放射性物質以外に原子炉の運転に由来すると思われる人工の放射性物質

は検出されていない。また、野菜等の植物については、自然に存在する放射性

物質しか検出されておらず、その濃度の変動も全国的な調査で明らかになって

いる変動の範囲内である。 

（ⅴ）研究所周辺の環境中における放射能及び放射線は、自然放射能及び自然放射線

のレベルであり、一般住民の方々にご心配をおかけするようなレベルではな

い。 

 

【配布資料】 

 ・資料２ 京都大学複合原子力科学研究所の現状報告（定例報告） 

 

議題４．その他について 

 

  特に発言はなかった 

 

以上 


